
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

表 3 障害支援区分認定調査の行動関連項目 

（平成 18年 9月 29日厚生労働省告示第 543号「厚生労働大臣が定める基準」より） 
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表 4 「強度行動障害判定基準」（平成 30年 3月 22日厚生労働省告示第 109号より） 

行動障害の内容 １点 ３点 ５点 

ひどく自分の体を叩いたり傷つけ

たりする等の行為 
週に１回以上 １日に１回以上 １日中 

ひどく叩いたり蹴ったりする等の

行為 
月に１回以上 週に１回以上 １日に頻回 

激しいこだわり 週に１回以上 １日に１回以上 １日に頻回 

激しい器物破損 月に１回以上 週に１回以上 １日に頻回 

睡眠障害 月に１回以上 週に１回以上 ほぼ毎日 

食べられないものを口に入れたり、

過食、反すう等の食事に関する行動 
週に１回以上 ほぼ毎日 ほぼ毎食 

排せつに関する強度の障がい 月に１回以上 週に１回以上 ほぼ毎日 

著しい多動 月に１回以上 週に１回以上 ほぼ毎日 

通常と違う声を上げたり、大声を出

す等の行動 
ほぼ毎日 １日中 絶えず 

沈静化が困難なパニック   あり 

他人に恐怖感を与える程度の粗暴

な行為 
  あり 

 


